
競技力向上対策事業交付事務手続要領 
群馬県スポーツ振興費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）及び競技力向上対策事業実施要領

に基づき、競技力向上対策事業に関する補助金の事務手続について必要な事項を、本事務手続要領で

定めるものとする。 

 

１ 交付申請 

要綱第４条に基づく補助金の交付申請をしようとするものは、毎年定める期限までに、以下の書

類を提出するものとする。 

（１）群馬県スポーツ振興費補助金交付申請書（要綱別記様式第１号） 

（２）競技力向上対策費補助金に関する調査票【ダイレクター等設置用】（様式１－１） 

（３）インテグリティ誓約書（様式１－２） 

（４）競技団体長期計画書（ロードマップ） ※書式は任意 

（５）強化に係る年間カレンダー ※書式は任意 

（６）強化スタッフ名簿 ※書式は任意 

（７）補助金申請書（様式１－３） 

（８）補助事業計画書（様式１－４） 

※要綱別記様式第１号－別紙１「補助事業計画書」に替わるものとする 

（10）収入支出予算書（様式１－５） 

※要綱別記様式第１号－別紙２「収入支出予算書」に替わるものとする 

（12）用器具等購入申請書（様式１－６） ※該当がある場合のみ 

（13）スポーツテック購入等申請書（様式１－７） ※該当がある場合のみ 

（14）指導者資格取得支援申請書（様式１－８） ※該当がある場合のみ 

（15）海外ジュニア選手派遣支援事業（様式１－９）～（１－１１） ※該当がある場合のみ 

（16）メディカルサポート事業（様式１－４及び１－５に記載すること） 

（17）誓約書（要綱様式第１号－別紙３） 

 

２ 変更交付申請 

要綱第６条に基づく変更交付申請にあたっては、以下の書類を提出するものとする。 

（１）群馬県スポーツ振興費補助金変更交付申請書（要綱別記様式第２号） 

（２）補助事業計画書（要綱別記様式第２号－別紙１） 

（３）収入支出予算書（要綱別記様式第２号－別紙２） 

 

３ 概算払申請 

要綱第７条に基づく概算払による交付申請にあたっては、以下の書類を提出するものとする。 

（１）群馬県スポーツ振興費補助金概算払申請書（要綱別記様式第３号） 

（２）概算払請求書（要綱別記様式第３号－別紙１） 

 

４ 実績報告 

要綱第８条による実績報告にあたっては、毎年定める期限までに、以下の書類を提出するものと

する。 

（１）群馬県スポーツ振興費補助金実績報告書（要綱別記様式第４号） 

（２）実績報告書（要綱様式第４号－別紙１） 

（３）収入支出決算書（要綱様式第４号－別紙２） 

 

附則 この事務手続要領は、令和５年４月１日から施行する。 

令和６年４月１日から施行する。 



令和７年４月１日から施行する。 


